
あっせん申請書の提出 

役所対応（労働局・労基署・ハローワーク等） 

必要書類の作成・整理 

正式な業務依頼の受注 

問題解決に向けた、方向性の検討と大まかなスケジュールの提示 

相談（来所または訪問にて） 

実情調査の開始（労使双方から申請内容についての主張を聞きます） 

あっせん期日の決定及び通知 

あっせんの実施、あっせん人が主張の対立点を確かめ、解決方法を協議し、

双方の歩み寄りを促します。（特定社労士は事業主の代わりに代理人として

の出席が可能です） 

紛争当事者の双方があっせん案を受諾 

その他の合意の成立 

合意せず 

紛争解決 

終了 

打ち切り 

あっせんの不開始 

ここまでで 
30,000 円～     

（税別） 

この段階ま

で進むと

50,000 円～

（税別） 

ご依頼された場合に発生する料金の一例です 
                    
◎御相談料金 

事務所に来所の場合 1 時間 5,000 円（税別） 
こちらより訪問する場合 1 時間 5,000 円～（税別、移動距離・交通費等勘案の上） 

 
◎労働問題対応時の一般的な流れ（あっせんの申請が発生する場合） 
    
       
        
 
 
        
 
        
 
 


